
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 0 8 5 6

件 名 等 福島県議会議員一般選挙ポスター掲示板購入

契 履行場所 選挙管理委員会事務局

種 類 物品
約

福島県議会議員一般選挙に係るポスター掲示板を購入するもの

（１）材質　：部材　再生紙・耐水性ボード３層張り【厚さ：3.5㎜】
内

（２）大きさ：縦９１０㎜　　横１，８２０㎜

（３）数量　：２３０枚
概 要

容

株式会社アテナ事務機
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　板橋　英作

方 宮城県　仙台市宮城野区　日の出町二丁目２－８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該ポスター掲示板は、選挙活動用ポスターのサイズに適合を要する特別なものであり、同製品を短期間で準備

可能な業者は、選挙業務に精通し長年にわたり本市への同製品の購入実績がある上記業者のみであるため、上記

業者と随意契約をするものである。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　選挙管理委員会選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 0 8 9 1

件 名 等 仮想化デスクトップシステム借上げ（再リース）

契 履行場所 デジタル推進課

種 類 賃貸借
約

仮想化デスクトップシステムの再リース

内

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

■ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　仮想化デスクトップシステムは、上記事業者と賃貸借契約を行っている。当該システムは新規調達を行うより

も、再リース契約を締結した方が安価となるため、リース満了に伴う再リース契約を上記事業者と契約すること

とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 0 8 9 2

件 名 等 新行政情報システム借上げ（再リース）

契 履行場所 南相馬市デジタル推進課

種 類 賃貸借
約

新行政情報システムの借上げ（契約番号4303000108の再リース）

内

概 要
容

株式会社ＦＳＫ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　鬼澤　浩正

方 福島県　いわき市　内郷御厩町三丁目１６８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

■ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

新行政情報システムは、現在株式会社FSKと賃貸借契約を締結しており、10月31日をもって賃貸借期間満了とな

るが、11月1日以降新規で調達するよりも再リース契約を締結した方が安価となるため、同事業者と随意契約と

する。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 0 9 4 6

件 名 等 タレントマネジメントシステム借上げ

契 履行場所 総務課

種 類 賃貸借
約

人材情報を人事部門や所属長が把握することにより、人事配置の最適化、人材育成を図り、組織力の向上に資す

るため、タレントマネジメントシステムを導入するもの。
内

概 要
容

株式会社カオナビ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　佐藤　寛之

方 東京都　渋谷区　渋谷二丁目２４番１２号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

既存のクラウドサービス型タレントマネジメントシステムのうち、ＬＧＷＡＮ端末の仮想ブラウザで動作可能な

システム及び政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ＩＳＭＡＰ）登録システムは本システムのみで

あり、導入可能な業者は開発元である当該業者のみのため、随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 0 9 9 2

件 名 等 南相馬市証明書自動交付サービス対応郵便局型キオスク端末購入

契 履行場所 市民生活部市民課

種 類 物品
約

　コンビニ交付サービスを提供するコンビニエンスストアが無い「本市鹿島区上真野地区」に、コンビニ交付サ

ービスが利用できる環境を整え、同地区住民の利便性向上を図るため、証明書自動交付サービスに対応する郵便
内

局型キオスク端末を調達し上真野郵便局に設置する。

概 要
容

シャープマーケティングジャパン株式会社　ビジネスソリューション担当
名 称

相

手 代 表 者 取締役　美甘　將雄

方 東京都　港区　芝浦一丁目２番３号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

郵便局型キオスク端末は、シャープマーケティングジャパン株式会社のみが製造・販売する機器であり、同社以

外に取扱うことのできる事業者が無いことから、同社との随意契約するもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 1 0 0 6

件 名 等 新型コロナウイルスワクチン接種集団接種会場エアコン等設備借上げ（令和５年秋開始接
種）

契 履行場所 小川町体育館（南相馬市原町区小川町３２２番地の１）

種 類 賃貸借
約

新型コロナウイルスワクチン接種（令和５年秋開始接種）集団接種会場係るエアコン等設備の借上げを行うもの

。
内

借上げ備品
概 要

床置き型エアコン　１６台、発電機　２台　など容

株式会社アクティオ　相双営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　早見　祐貴

方 南相馬市　原町区下高平字雁明１－１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種（令和５年秋開始接種）の体制確保のために、市民が安心してワ

クチン追加接種を受けることができるように、集団接種会場の環境整備としてエアコン等設備を借上げ、設置す

るものである。
随

　当該業者は、本市でのワクチン集団接種会場におけるエアコン等設備借上げ等の実績を有し、市の接種スケジ

ュールに合わせた資材の調達及び会場での設置に対応できる唯一の事業者であるため随意契約とするもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部健康づくり課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


